
兵庫県立総合リハビリテーションセンター ガス調達仕様書 

 

本仕様書は、兵庫県立総合リハビリテーションセンターで使用するガス契約について定めたものである。 

 

1. 需要対象 

（1） 対象建物 兵庫県立総合リハビリテーションセンター 

（2） 需要場所 兵庫県神戸市西区曙町 1070 

（3） 業種及び用途 県立病院, リハビリテーション施設他 

 

2. 需要設備の概要 

（1） ガスの種類 都市ガス 13A 

（2） 供給熱量 一般ガス導管事業者の小売託送供給約款（需要場所で払い出す託送供給） 

に定める熱量 

（3） 供給圧力・対象計量器等 

 

 

 

 



3．使用条件の概要 

（1） 契約年間ガス使用量 

1,020,000 ㎥（契約年間ガス使用量とは、契約で定める１年間の契約予定月別ガス使用量の合

計量をいう。） 

（2） 契約年間最低引取ガス量 

714,000 ㎥（契約年間最低引取ガス量とは、契約で定める１年間において最低引取らなければ

ならないガス量をいう。） 

（3） 契約最大ガス使用量 

440 ㎥/h（契約最大ガス使用量とは、契約で定める１年間を通じて１時間当たりの最大ガス使

用量をいう。） 

(4)    契約最大需要期ガス使用量 

    375,000 ㎥（契約最大需要期ガス使用量とは、11 月定例検針日の翌日から 3 月定例検針 

日までの期間における、契約月別ガス使用量の合計量をいう。） 

(5)    予定月別使用量 

    別表 1 の通りとする。 

 

3. 供給期間 

2024 年 9 月 1 日から 2025 年 8 月 31 日（定例検針日を基準とする。） 

但し、双方から解約の申出がないときは､引き続き 4 回を限度に延長する。 

 

4. 需給地点 

需要場所における敷地境界とする。 

 

5. ガス供給設備の財産分界点 

需給地点に同じとする。ただし取引用計量装置は、一般ガス導管事業者の所有とする。 

 

6. 供給の方法 

兵庫県立総合リハビリテーションセンターで使用するガスを需要に応じて全量供給すること。 

 

7. 検針日及び計量 

検針日は、定例検針として毎月１度行い、一般ガス導管事業者が定める日とする。 

 

8. 料金制度 

(1)    ガス料金は、基準単位料金または、原料費料金・託送料金・諸経費料金の合計とし、本仕様書

の条件において算定したガス料金総額を税別で提示すること。ただし、需給するガス会社の料

金体系が上記と異なる場合は別途協議を可とする。なお、提示にあたっては、月別の金額およ

びその算定の過程を、各社の任意様式により明記することとする。 

 



(2)    入札における単位料金は、財務相の全国貿易統計の 2023 年 6 月～2024 年 5 月までの平均原料

価格の平均値【LNG：92,894 円/t、LPG：88,539 円/t】を用いて算出し、その算出方法を提示

するものとする。なお、石油石炭税等租税課金は、LNG 1,860 円／ﾄﾝ、LPG 1,860 円／ﾄﾝを用

いて算出するものとする。 

(3)    入札における単位料金は、入札時点での託送供給約款料金を用いて算出するものとする。 

(4)    単位料金は、ガス供給者の原料費調整制度に準じ、調整を行うものとする。 

 

9. ガス料金単価調整 

（1） 原油等の価格変動があり、原料費が変動した場合において、ガス需給契約に基づき改定できる

ものとする。 

（2） 単価調整とは、入札時に算出された原料費調整額と、請求時に算出された原料費調整額との差

額を、入札時の単価に増減して請求時の単価とすることを意味する。 

（3） 原料費調整額とは、一定期間内の原料コストの変動に伴い、各社の基準となるガス量単価に修

正を加えるべき増減分を意味する。 

 

10. 契約年間ガス使用量の増減 

兵庫県立総合リハビリテーションセンターにおけるガス使用量は、都合により契約年間使用量

を上回り、又は下回ることができる。 

 

11. 契約年間最低引取ガス量の未達 

契約年間最低引取量に満たない場合に補償料の支払いが発生した場合は、ガス供給者の供給条

件に基づき、請求できるものとする。 

 

12. 契約最大ガス使用量の超過 

契約最大使用量を超過した場合に補償料の支払いが発生した場合は、ガス供給者の供給条件に

基づき、請求できるものとする。 

 

13. 契約最大需要期ガス使用量の超過 

契約最大需要期使用量を超過した場合に補償料の支払いが発生した場合は、ガス供給者の供給

条件に基づき、請求できるものとする。 

 

14. ガスの安定供給 

ガス供給者は一般ガス導管事業者と協力の上、兵庫県立総合リハビリテーションセンターにお

けるガスの安定供給を図らなければならない。 

ただし、以下の場合、ガスの供給を中止し、又はガスの使用を制限、もしくは中止の申し出

ができる。 

（1） ガス需給上やむを得ない場合 

（2） 一般ガス導管会社の保安責任範囲の設備に故障が生じ又は生じる恐れのある場合 



（3） 一般ガス導管会社の保安責任範囲の設備の修繕、変更その他工事上やむを得ない場合 

（4） 天災地変等の場合 

（5） その他保安上必要がある場合 

 

15. 保安に関する事項 

ガス供給者は、内管（ガス工事）に関する連絡先、消費機器に関する連絡先を各々設定し、兵

庫県立総合リハビリテーションセンターへ伝達し緊急時連絡するよう依頼する。また、従来の

保安レベルを担保するため、ガス供給者は、法令に定める点検を確実に実施すること。万が一

緊急対応が発生した際は、ガス供給者は一般ガス導管事業者と協力し、速やかかつ適切に対応

すること。 

 

16. その他特記 

（1） 消費税及び地方消費税の税率が改定された場合、新たな消費税率に基づいて金額を算出する。 

（2） ガス供給者決定後、その供給者仕様のガス調達契約書にて、ガス契約の締結を行うものとする。

なお、供給実施に際しての条件等詳細については、その締結するガス調達契約書において定め

ることとする。 

（3） 供給期間中に対象計量器等の変更があった場合は、ガス供給者と契約変更等含め、別途協議を

行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


